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町田市手数料条例の一部を改正する条例 

町田市手数料条例（平成１２年１月町田市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

別表に次のように加える。 

９２ 都市の低炭素化の促進に関する

法律（平成２４年法律第８４号）第

５４条第１項の規定に基づく低炭素

建築物新築等計画に関する認定申請

手数料（当該申請に併せて市長が指

定する者が作成した同項各号に掲げ

る基準に適合していることを示す書

類が提出された場合（９３の項から

１０３の項までにおいて「適合性が

確認されている場合」という。）にお

いて、当該建築物が一戸建て住宅（人

の居住以外の用途に供する部分を有

しないものに限る。９３の項から１

０３の項までにおいて同じ。）である

とき。） 

１件につき ４，７００円 

９３ 都市の低炭素化の促進に関する

法律第５４条第１項の規定に基づく

低炭素建築物新築等計画に関する認

定申請手数料（適合性が確認されて

いる場合において、当該建築物が共

同住宅等（共同住宅、長屋その他一 

ア 住戸ごとの申請の場合 

（１）申請戸数が１戸のもの １件につき

あ４，７００円 

（２）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２戸以上５戸以下のものあ

１件につき ９，４００円 
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戸建て住宅以外の住宅をいう。以下

この項から１０３の項まで及び備考

１において同じ。）であるとき。） 

（３）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が６戸以上１０戸以下のもの

あ１件につき １６，０００円 

（４）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１１戸以上２５戸以下のも

の １件につき ２７，０００円 

（５）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２６戸以上５０戸以下のも

の １件につき ４５，０００円 

（６）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が５１戸以上１００戸以下の

もの １件につき ８２，０００円 

（７）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１０１戸以上２００戸以下

のもの １件につき １３１，０００

円 

（８）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２０１戸以上３００戸以下

のもの １件につき １７０，０００

円 

（９）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が３０１戸以上のもの １件

につき １８５，０００円 

イ 一の建築物の申請の場合（住戸の部分

（人の居住の用途に供する部分に限る。

以下この項、９６の項、９９の項、１０
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２の項及び備考１において同じ。）） 

（１）建築物の総戸数が１戸のもの １件

につき ４，７００円 

（２）建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの １件につき ９，４００円 

（３）建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの １件につき １６，０００

円 

（４）建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの １件につき ２７，００

０円 

（５）建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの １件につき ４５，００

０円 

（６）建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの １件につき ８２，０

００円 

（７）建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの １件につき １３

１，０００円 

（８）建築物の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のもの １件につき １７

０，０００円 

（９）建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の １件につき １８５，０００円 

ウ 一の建築物の申請の場合（共用廊下等 
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 の部分（住宅の用途に供する共用廊下、

共用階段その他共用部分をいう。以下こ

の項、９６の項、９９の項、１０２の項

及び備考１において同じ。）） 

（１）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの １件につき

あ９，３００円 

（２）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの １件につき ２６，

０００円 

（３）当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの １件につきあ

８０，０００円 

（４）当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの １件につき

あ１２６，０００円 

（５）当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの １件につ

き １６０，０００円 

（６）当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの １

件につき ２００，０００円 
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 エ 一の建築物の申請の場合（非住宅の部

分（住戸の部分、共用廊下等の部分以外

の部分をいう。９６の項、９９の項、１

０２の項及び備考１において同じ。）） 

（１）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの １件につき

あ９，３００円 

（２）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの １件につき ２６，

０００円 

（３）当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの １件につきあ 

８０，０００円 

（４）当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの １件につき

あ１２６，０００円 

（５）当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの １件につ

き １６０，０００円 

（６）当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの １

件につき ２００，０００円 
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９４ 都市の低炭素化の促進に関する

法律第５４条第１項の規定に基づく

低炭素建築物新築等計画に関する認

定申請手数料（適合性が確認されて

いる場合において、当該建築物が一

戸建て住宅及び共同住宅等以外のも

のであるとき。） 

ア 建築物の延べ面積が３００平方メー

トル以内のもの １件につき ９，３０

０円 

イ 建築物の延べ面積が３００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以内

のもの １件につき ２６，０００円 

ウ 建築物の延べ面積が２，０００平方メ

ートルを超え５，０００平方メートル以

内のものあ１件につき ８０，０００円 

エ 建築物の延べ面積が５，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平方メートル

以内のもの １件につき １２６，００

０円 

オ 建築物の延べ面積が１０，０００平方

メートルを超え２５，０００平方メート

ル以内のもの １件につき １６０，０

００円 

カ 建築物の延べ面積が２５，０００平方

メートルを超えるもの １件につきあ 

２００，０００円 

９５ 都市の低炭素化の促進に関する

法律第５４条第１項の規定に基づく

低炭素建築物新築等計画に関する認

定申請手数料（適合性が確認されて

いる場合以外の場合において、当該 

１件につき ３５，０００円 

 

- 6 -



建築物が一戸建て住宅であるとき。）  

９６ 都市の低炭素化の促進に関する

法律第５４条第１項の規定に基づく

低炭素建築物新築等計画に関する認

定申請手数料（適合性が確認されて

いる場合以外の場合において、当該

建築物が共同住宅等であるとき。） 

ア 住戸ごとの申請の場合 

（１）申請戸数が１戸のもの １件につき

あ３５，０００円 

（２）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２戸以上５戸以下のものあ

１件につき ６９，０００円 

（３）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が６戸以上１０戸以下のもの

あ１件につき ９７，０００円 

（４）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１１戸以上２５戸以下のも

の １件につき １３７，０００円 

（５）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２６戸以上５０戸以下のも

の １件につき １９７，０００円 

（６）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が５１戸以上１００戸以下の

もの １件につき ２８３，０００円 

（７）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１０１戸以上２００戸以下

のもの １件につき ３８５，０００

円 

（８）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２０１戸以上３００戸以下

のもの １件につき ５０８，０００ 

- 7 -



 円 

（９）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が３０１戸以上のもの １件

につき ６００，０００円 

イ 一の建築物の申請の場合（住戸の部

分） 

（１）建築物の総戸数が１戸のもの １件

につき ３５，０００円 

（２）建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの １件につき ６９，０００円 

（３）建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの １件につき ９７，０００

円 

（４）建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの １件につき １３７，０

００円 

（５）建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの １件につき １９７，０

００円 

（６）建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの １件につき ２８３，

０００円 

（７）建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの １件につき ３８

５，０００円 

（８）建築物の総戸数が２０１戸以上３０ 
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 ０戸以下のもの １件につき ５０

８，０００円 

（９）建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の １件につき ６００，０００円 

ウ 一の建築物の申請の場合（共用廊下等

の部分） 

（１）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの １件につき

あ１０９，０００円 

（２）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの １件につき １８

０，０００円 

（３）当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの １件につきあ

２８０，０００円 

（４）当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの １件につき

あ３５９，０００円 

（５）当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの １件につ

き ４２９，０００円 

（６）当該部分の床面積の合計が２５，０ 
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 ００平方メートルを超えるもの １

件につき ５００，０００円 

エ 一の建築物の申請の場合（非住宅の部

分） 

（１）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの １件につき

あ２４２，０００円 

（２）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの １件につき ３８

４，０００円 

（３）当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの １件につきあ

５４６，０００円 

（４）当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの １件につき

あ６７０，０００円 

（５）当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの １件につ

き ７８９，０００円 

（６）当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの １

件につき ９００，０００円 

- 10 -



９７ 都市の低炭素化の促進に関する

法律第５４条第１項の規定に基づく

低炭素建築物新築等計画に関する認

定申請手数料（適合性が確認されて

いる場合以外の場合において、当該

建築物が一戸建て住宅及び共同住宅

等以外のものであるとき。） 

ア 建築物の延べ面積が３００平方メー

トル以内のもの １件につき ２４２，

０００円 

イ 建築物の延べ面積が３００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以内

のもの １件につき ３８４，０００円 

ウ 建築物の延べ面積が２，０００平方メ

ートルを超え５，０００平方メートル以

内のものあ１件につき ５４６，０００

円 

エ 建築物の延べ面積が５，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平方メートル

以内のもの １件につき ６７０，００

０円 

オ 建築物の延べ面積が１０，０００平方

メートルを超え２５，０００平方メート

ル以内のもの １件につき ７８９，０

００円 

カ 建築物の延べ面積が２５，０００平方

メートルを超えるもの １件につきあ

９００，０００円 

９８ 都市の低炭素化の促進に関する

法律第５５条第１項の規定に基づく

低炭素建築物新築等計画に関する変

更認定申請手数料（適合性が確認さ 

１件につき ３，３００円 
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れている場合において、当該建築物

が一戸建て住宅であるとき。） 

 

９９ 都市の低炭素化の促進に関する

法律第５５条第１項の規定に基づく

低炭素建築物新築等計画に関する変

更認定申請手数料（適合性が確認さ

れている場合において、当該建築物

が共同住宅等であるとき。） 

ア 住戸ごとの申請の場合 

（１）申請戸数が１戸のもの １件につき

あ３，３００円 

（２）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２戸以上５戸以下のものあ

１件につき ６，６００円 

（３）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が６戸以上１０戸以下のもの

あ１件につき １１，０００円 

（４）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１１戸以上２５戸以下のも

の １件につき １９，０００円 

（５）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２６戸以上５０戸以下のも

の １件につき ３２，０００円 

（６）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が５１戸以上１００戸以下の

もの １件につき ５８，０００円 

（７）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１０１戸以上２００戸以下

のもの １件につき ９３，０００円 

（８）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２０１戸以上３００戸以下

のもの １件につき １２２，０００ 
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 円 

（９）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が３０１戸以上のもの １件

につき １３４，０００円 

イ 一の建築物の申請の場合（住戸の部

分） 

（１）建築物の総戸数が１戸のもの １件

につき ３，３００円 

（２）建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの １件につき ６，６００円 

（３）建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの １件につき １１，０００

円 

（４）建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの １件につき １９，００

０円 

（５）建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの １件につき ３２，００

０円 

（６）建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの １件につき ５８，０

００円 

（７）建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの １件につき ９３，

０００円 

（８）建築物の総戸数が２０１戸以上３０ 
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 ０戸以下のもの １件につき １２

２，０００円 

（９）建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の １件につき １３４，０００円 

ウ 一の建築物の申請の場合（共用廊下等

の部分） 

（１）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの １件につき

あ６，５００円 

（２）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの １件につき １８，

０００円 

（３）当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの １件につきあ

５６，０００円 

（４）当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの １件につき

あ８８，０００円 

（５）当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの １件につ

き １１２，０００円 

（６）当該部分の床面積の合計が２５，０
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００平方メートルを超えるもの １

件につき １４０，０００円 

エ 一の建築物の申請の場合（非住宅の部

分） 

（１）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの １件につき

あ６，５００円 

（２）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの １件につき １８，

０００円 

（３）当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの １件につきあ

５６，０００円 

（４）当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの １件につき

あ８８，０００円 

（５）当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの １件につ

き １１２，０００円 

（６）当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの １

件につき １４０，０００円 
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１００ 都市の低炭素化の促進に関す

る法律第５５条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画に関する

変更認定申請手数料（適合性が確認

されている場合において、当該建築

物が一戸建て住宅及び共同住宅等以

外のものであるとき。） 

ア 建築物の延べ面積が３００平方メー

トル以内のもの １件につき ６，５０

０円 

イ 建築物の延べ面積が３００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以内

のもの １件につき １８，０００円 

ウ 建築物の延べ面積が２，０００平方メ

ートルを超え５，０００平方メートル以

内のもの １件につき ５６，０００

円 

エ 建築物の延べ面積が５，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平方メートル

以内のもの １件につき ８８，０００

円 

オ 建築物の延べ面積が１０，０００平方

メートルを超え２５，０００平方メート

ル以内のもの １件につき １１２，０

００円 

カ 建築物の延べ面積が２５，０００平方

メートルを超えるもの １件につきあ

１４０，０００円 

１０１ 都市の低炭素化の促進に関す

る法律第５５条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画に関する

変更認定申請手数料（適合性が確認 

１件につき １８，０００円 
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されている場合以外の場合におい

て、当該建築物が一戸建て住宅であ

るとき。） 

 

１０２ 都市の低炭素化の促進に関す

る法律第５５条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画に関する

変更認定申請手数料（適合性が確認

されている場合以外の場合におい

て、当該建築物が共同住宅等である

とき。） 

ア 住戸ごとの申請の場合 

（１）申請戸数が１戸のもの １件につき

あ１８，０００円 

（２）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２戸以上５戸以下のものあ

１件につき ３７，０００円 

（３）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が６戸以上１０戸以下のもの

あ１件につき ５２，０００円 

（４）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１１戸以上２５戸以下のも

の １件につき ７４，０００円 

（５）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が２６戸以上５０戸以下のも

の １件につき １０８，０００円 

（６）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が５１戸以上１００戸以下の

もの １件につき １５９，０００円 

（７）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が１０１戸以上２００戸以下

のもの １件につき ２２１，０００

円 

（８）一の共同住宅等のうち同時に申請す 
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 る戸数が２０１戸以上３００戸以下

のもの １件につき ２９１，０００

円 

（９）一の共同住宅等のうち同時に申請す

る戸数が３０１戸以上のもの １件

につき ３４２，０００円 

イ 一の建築物の申請の場合（住戸の部

分） 

（１）建築物の総戸数が１戸のもの １件

につき １８，０００円 

（２）建築物の総戸数が２戸以上５戸以下

のもの １件につき ３７，０００円 

（３）建築物の総戸数が６戸以上１０戸以

下のもの １件につき ５２，０００

円 

（４）建築物の総戸数が１１戸以上２５戸

以下のもの １件につき ７４，００

０円 

（５）建築物の総戸数が２６戸以上５０戸

以下のもの １件につき １０８，０

００円 

（６）建築物の総戸数が５１戸以上１００

戸以下のもの １件につき １５９，

０００円 

（７）建築物の総戸数が１０１戸以上２０

０戸以下のもの １件につき ２２ 
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 １，０００円 

（８）建築物の総戸数が２０１戸以上３０

０戸以下のもの １件につき ２９

１，０００円 

（９）建築物の総戸数が３０１戸以上のも

の １件につき ３４２，０００円 

ウ 一の建築物の申請の場合（共用廊下等

の部分） 

（１）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの １件につき

あ５７，０００円 

（２）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの １件につき ９６，

０００円 

（３）当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの １件につきあ

１５６，０００円 

（４）当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの １件につき

あ２０５，０００円 

（５）当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの １件につ 
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 き ２４７，０００円 

（６）当該部分の床面積の合計が２５，０

００平方メートルを超えるもの １

件につき ２９０，０００円 

エ 一の建築物の申請の場合（非住宅の部

分） 

（１）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの １件につき

あ１２３，０００円 

（２）当該部分の床面積の合計が３００平

方メートルを超え２，０００平方メー

トル以内のもの １件につき １９

８，０００円 

（３）当該部分の床面積の合計が２，００

０平方メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの １件につきあ

２９０，０００円 

（４）当該部分の床面積の合計が５，００

０平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの １件につき

あ３６１，０００円 

（５）当該部分の床面積の合計が１０，０

００平方メートルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの １件につ

き ４２７，０００円 

（６）当該部分の床面積の合計が２５，０ 

- 20 -



 ００平方メートルを超えるもの １

件につき ４９１，０００円 

１０３ 都市の低炭素化の促進に関す

る法律第５５条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画に関する

変更認定申請手数料（適合性が確認

されている場合以外の場合におい

て、当該建築物が一戸建て住宅及び

共同住宅等以外のものであるとき。） 

ア 建築物の延べ面積が３００平方メー

トル以内のもの １件につき １２３，

０００円 

イ 建築物の延べ面積が３００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以内

のもの １件につき １９８，０００円 

ウ 建築物の延べ面積が２，０００平方メ

ートルを超え５，０００平方メートル以

内のものあ１件につき ２９０，０００

円 

エ 建築物の延べ面積が５，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平方メートル

以内のもの １件につき ３６１，００

０円 

オ 建築物の延べ面積が１０，０００平方

メートルを超え２５，０００平方メート

ル以内のもの １件につき ４２７，０

００円 

カ 建築物の延べ面積が２５，０００平方

メートルを超えるもの １件につきあ 

４９１，０００円 

別表に備考として次のように加える。 

備考 

１ ９２の項から１０３の項までに掲げる低炭素建築物新築等計画認定申請手数
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料又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料について、共同住宅等の一

の建築物の申請の場合における手数料の額は、住戸の部分の額に共用廊下等の

部分及び非住宅の部分の額を加算した額とする。ただし、共用廊下等の部分又

は非住宅の部分が存在しない場合は、当該部分の額は加算しない。 

２ ９２の項から１０３の項までに掲げる低炭素建築物新築等計画認定申請手数

料又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料について、共同住宅等の住

戸ごとの申請と一の建築物の申請を同時に行う場合における手数料の額は、一

の建築物の申請の場合により算出した額とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の町田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に申請を受理するものから適用し、施行日前に申請を受

理したものについては、なお従前の例による。 
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町田市手数料条例新旧対照表(改正後) 
＿部分は改正部分

別表(第 2 条関係) 
 

名称 金額 

略 略 

92 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年

法律第84号)第54条第1項の規定に基づく低炭素建

築物新築等計画に関する認定申請手数料(当該申

請に併せて市長が指定する者が作成した同項各号

に掲げる基準に適合していることを示す書類が提

出された場合(93の項から103の項までにおいて

「適合性が確認されている場合」という。)におい

て、当該建築物が一戸建て住宅(人の居住以外の用

途に供する部分を有しないものに限る。93の項か

ら103の項までにおいて同じ。)であるとき。) 

1件につき 4,700円 

93 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1

項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画に関す

る認定申請手数料(適合性が確認されている場合

において、当該建築物が共同住宅等(共同住宅、長

屋その他一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下こ

の項から103の項まで及び備考1において同じ。)

であるとき。) 

ア 住戸ごとの申請の場合 

(1) 申請戸数が1戸のもの 1件につき 4,700円 

(2) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が2

戸以上5戸以下のもの 1件につき 9,400円 

(3) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が6

戸以上10戸以下のもの 1件につき 16,000円 

(4) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が1

1戸以上25戸以下のもの 1件につき 27,000円 

(5) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が2

6戸以上50戸以下のもの 1件につき 45,000円 

(6) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が5

1戸以上100戸以下のもの 1件につき 82,000円 

(7) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が1

01戸以上200戸以下のもの 1件につき 131,000

円 

(8) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が2

01戸以上300戸以下のもの 1件につき 170,000

円 

(9) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が3

01戸以上のもの 1件につき 185,000円 

イ 一の建築物の申請の場合(住戸の部分(人の居住の

用途に供する部分に限る。以下この項、96の項、99

の項、102の項及び備考1において同じ。)) 

(1) 建築物の総戸数が1戸のもの 1件につき 4,7

00円 

(2) 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 1件

につき 9,400円 

(3) 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 1

件につき 16,000円 

(4) 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 1

件につき 27,000円 

(5) 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 1

件につき 45,000円 

(6) 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 
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 1件につき 82,000円 

(7) 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

 1件につき 131,000円 

(8) 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

 1件につき 170,000円 

(9) 建築物の総戸数が301戸以上のもの 1件につ

き 185,000円 

ウ 一の建築物の申請の場合(共用廊下等の部分(住宅

の用途に供する共用廊下、共用階段その他共用部分

をいう。以下この項、96の項、99の項、102の項及び

備考1において同じ。)) 

(1) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以

内のもの 1件につき 9,300円 

(2) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを

超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 

26,000円 

(3) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル

を超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき

 80,000円 

(4) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル

を超え10,000平方メートル以内のもの 1件につ

き 126,000円 

(5) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メート

ルを超え25,000平方メートル以内のもの 1件に

つき 160,000円 

(6) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メート

ルを超えるもの 1件につき 200,000円 

エ 一の建築物の申請の場合(非住宅の部分(住戸の部

分、共用廊下等の部分以外の部分をいう。96の項、9

9の項、102の項及び備考1において同じ。)) 

(1) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以

内のもの 1件につき 9,300円 

(2) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを

超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 

26,000円 

(3) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル

を超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき

 80,000円 

(4) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル

を超え10,000平方メートル以内のもの 1件につ

き 126,000円 

(5) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メート

ルを超え25,000平方メートル以内のもの 1件に

つき 160,000円 

(6) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メート

ルを超えるもの 1件につき 200,000円 

94 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1

項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画に関す

る認定申請手数料(適合性が確認されている場合

において、当該建築物が一戸建て住宅及び共同住

ア 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

 1件につき 9,300円 

イ 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え2,000

平方メートル以内のもの 1件につき 26,000円 
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宅等以外のものであるとき。) ウ 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,0

00平方メートル以内のもの 1件につき 80,000円

エ 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,

000平方メートル以内のもの 1件につき 126,000

円 

オ 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え2

5,000平方メートル以内のもの 1件につき 160,00

0円 

カ 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超える

もの 1件につき 200,000円 

95 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1

項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画に関す

る認定申請手数料(適合性が確認されている場合

以外の場合において、当該建築物が一戸建て住宅

であるとき。) 

1件につき 35,000円 

96 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1

項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画に関す

る認定申請手数料(適合性が確認されている場合

以外の場合において、当該建築物が共同住宅等で

あるとき。) 

ア 住戸ごとの申請の場合 

(1) 申請戸数が1戸のもの 1件につき 35,000円 

(2) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が2

戸以上5戸以下のもの 1件につき 69,000円 

(3) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が6

戸以上10戸以下のもの 1件につき 97,000円 

(4) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が1

1戸以上25戸以下のもの 1件につき 137,000円 

(5) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が2

6戸以上50戸以下のもの 1件につき 197,000円 

(6) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が5

1戸以上100戸以下のもの 1件につき 283,000円

(7) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が1

01戸以上200戸以下のもの 1件につき 385,000

円 

(8) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が2

01戸以上300戸以下のもの 1件につき 508,000

円 

(9) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が3

01戸以上のもの 1件につき 600,000円 

イ 一の建築物の申請の場合(住戸の部分) 

(1) 建築物の総戸数が1戸のもの 1件につき 35,

000円 

(2) 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 1件

につき 69,000円 

(3) 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 1

件につき 97,000円 

(4) 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 1

件につき 137,000円 

(5) 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 1

件につき 197,000円 

(6) 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 

1件につき 283,000円 

(7) 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

 1件につき 385,000円 
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 (8) 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

 1件につき 508,000円 

(9) 建築物の総戸数が301戸以上のもの 1件につ

き 600,000円 

ウ 一の建築物の申請の場合(共用廊下等の部分) 

(1) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以

内のもの 1件につき 109,000円 

(2) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを

超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 

180,000円 

(3) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル

を超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき

 280,000円 

(4) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル

を超え10,000平方メートル以内のもの 1件につ

き 359,000円 

(5) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メート

ルを超え25,000平方メートル以内のもの 1件に

つき 429,000円 

(6) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メート

ルを超えるもの 1件につき 500,000円 

エ 一の建築物の申請の場合(非住宅の部分) 

(1) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以

内のもの 1件につき 242,000円 

(2) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを

超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 

384,000円 

(3) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル

を超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき

 546,000円 

(4) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル

を超え10,000平方メートル以内のもの 1件につ

き 670,000円 

(5) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メート

ルを超え25,000平方メートル以内のもの 1件に

つき 789,000円 

(6) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メート

ルを超えるもの 1件につき 900,000円 

97 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1

項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画に関す

る認定申請手数料(適合性が確認されている場合

以外の場合において、当該建築物が一戸建て住宅

及び共同住宅等以外のものであるとき。) 

ア 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

 1件につき 242,000円 

イ 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え2,000

平方メートル以内のもの 1件につき 384,000円 

ウ 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,0

00平方メートル以内のもの 1件につき 546,000円

エ 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,

000平方メートル以内のもの 1件につき 670,000

円 

オ 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え2

5,000平方メートル以内のもの 1件につき 789,00

0円 
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 カ 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超える

もの 1件につき 900,000円 

98 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1

項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画に関す

る変更認定申請手数料(適合性が確認されている

場合において、当該建築物が一戸建て住宅である

とき。) 

1件につき 3,300円 

99 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1

項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画に関す

る変更認定申請手数料(適合性が確認されている

場合において、当該建築物が共同住宅等であると

き。) 

ア 住戸ごとの申請の場合 

(1) 申請戸数が1戸のもの 1件につき 3,300円 

(2) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が2

戸以上5戸以下のもの 1件につき 6,600円 

(3) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が6

戸以上10戸以下のもの 1件につき 11,000円 

(4) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が1

1戸以上25戸以下のもの 1件につき 19,000円 

(5) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が2

6戸以上50戸以下のもの 1件につき 32,000円 

(6) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が5

1戸以上100戸以下のもの 1件につき 58,000円 

(7) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が1

01戸以上200戸以下のもの 1件につき 93,000円

(8) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が2

01戸以上300戸以下のもの 1件につき 122,000

円 

(9) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が3

01戸以上のもの 1件につき 134,000円 

イ 一の建築物の申請の場合(住戸の部分) 

(1) 建築物の総戸数が1戸のもの 1件につき 3,3

00円 

(2) 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 1件

につき 6,600円 

(3) 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 1

件につき 11,000円 

(4) 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 1

件につき 19,000円 

(5) 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 1

件につき 32,000円 

(6) 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 

1件につき 58,000円 

(7) 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

 1件につき 93,000円 

(8) 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

 1件につき 122,000円 

(9) 建築物の総戸数が301戸以上のもの 1件につ

き 134,000円 

ウ 一の建築物の申請の場合(共用廊下等の部分) 

(1) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以

内のもの 1件につき 6,500円 

(2) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを
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 超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 

18,000円 

(3) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル

を超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき

 56,000円 

(4) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル

を超え10,000平方メートル以内のもの 1件につ

き 88,000円 

(5) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メート

ルを超え25,000平方メートル以内のもの 1件に

つき 112,000円 

(6) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メート

ルを超えるもの 1件につき 140,000円 

エ 一の建築物の申請の場合(非住宅の部分) 

(1) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以

内のもの 1件につき 6,500円 

(2) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを

超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 

18,000円 

(3) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル

を超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき

 56,000円 

(4) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル

を超え10,000平方メートル以内のもの 1件につ

き 88,000円 

(5) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メート

ルを超え25,000平方メートル以内のもの 1件に

つき 112,000円 

(6) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メート

ルを超えるもの 1件につき 140,000円 

100 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1

項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画に関す

る変更認定申請手数料(適合性が確認されている

場合において、当該建築物が一戸建て住宅及び共

同住宅等以外のものであるとき。) 

ア 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

 1件につき 6,500円 

イ 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え2,000

平方メートル以内のもの 1件につき 18,000円 

ウ 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,0

00平方メートル以内のもの 1件につき 56,000円

エ 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,

000平方メートル以内のもの 1件につき 88,000円

オ 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え2

5,000平方メートル以内のもの 1件につき 112,00

0円 

カ 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超える

もの 1件につき 140,000円 

101 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1

項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画に関す

る変更認定申請手数料(適合性が確認されている

場合以外の場合において、当該建築物が一戸建て

住宅であるとき。) 

1件につき 18,000円 

102 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1

項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画に関す

ア 住戸ごとの申請の場合 

(1) 申請戸数が1戸のもの 1件につき 18,000円 
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る変更認定申請手数料(適合性が確認されている

場合以外の場合において、当該建築物が共同住宅

等であるとき。) 

(2) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が2

戸以上5戸以下のもの 1件につき 37,000円 

(3) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が6

戸以上10戸以下のもの 1件につき 52,000円 

(4) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が1

1戸以上25戸以下のもの 1件につき 74,000円 

(5) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が2

6戸以上50戸以下のもの 1件につき 108,000円 

(6) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が5

1戸以上100戸以下のもの 1件につき 159,000円

(7) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が1

01戸以上200戸以下のもの 1件につき 221,000

円 

(8) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が2

01戸以上300戸以下のもの 1件につき 291,000

円 

(9) 一の共同住宅等のうち同時に申請する戸数が3

01戸以上のもの 1件につき 342,000円 

イ 一の建築物の申請の場合(住戸の部分) 

(1) 建築物の総戸数が1戸のもの 1件につき 18,

000円 

(2) 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 1件

につき 37,000円 

(3) 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 1

件につき 52,000円 

(4) 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 1

件につき 74,000円 

(5) 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 1

件につき 108,000円 

(6) 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 

1件につき 159,000円 

(7) 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

 1件につき 221,000円 

(8) 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

 1件につき 291,000円 

(9) 建築物の総戸数が301戸以上のもの 1件につ

き 342,000円 

ウ 一の建築物の申請の場合(共用廊下等の部分) 

(1) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以

内のもの 1件につき 57,000円 

(2) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを

超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 

96,000円 

(3) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル

を超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき

 156,000円 

(4) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル

を超え10,000平方メートル以内のもの 1件につ

き 205,000円 

(5) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メート 
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 ルを超え25,000平方メートル以内のもの 1件に

つき 247,000円 

(6) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メート

ルを超えるもの 1件につき 290,000円 

エ 一の建築物の申請の場合(非住宅の部分) 

(1) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以

内のもの 1件につき 123,000円 

(2) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを

超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 

198,000円 

(3) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル

を超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき

 290,000円 

(4) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル

を超え10,000平方メートル以内のもの 1件につ

き 361,000円 

(5) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メート

ルを超え25,000平方メートル以内のもの 1件に

つき 427,000円 

(6) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メート

ルを超えるもの 1件につき 491,000円 

103 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1

項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画に関す

る変更認定申請手数料(適合性が確認されている

場合以外の場合において、当該建築物が一戸建て

住宅及び共同住宅等以外のものであるとき。) 

ア 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

 1件につき 123,000円 

イ 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え2,000

平方メートル以内のもの 1件につき 198,000円 

ウ 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,0

00平方メートル以内のもの 1件につき 290,000円

エ 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,

000平方メートル以内のもの 1件につき 361,000

円 

オ 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え2

5,000平方メートル以内のもの 1件につき 427,00

0円 

カ 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超える

もの 1件につき 491,000円 

 

備考 
1 92の項から103の項までに掲げる低炭素建築物新築等計画認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計

画変更認定申請手数料について、共同住宅等の一の建築物の申請の場合における手数料の額は、住戸

の部分の額に共用廊下等の部分及び非住宅の部分の額を加算した額とする。ただし、共用廊下等の部

分又は非住宅の部分が存在しない場合は、当該部分の額は加算しない。 

2 92の項から103の項までに掲げる低炭素建築物新築等計画認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計

画変更認定申請手数料について、共同住宅等の住戸ごとの申請と一の建築物の申請を同時に行う場合

における手数料の額は、一の建築物の申請の場合により算出した額とする。 
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町田市手数料条例新旧対照表(改正前) 

別表(第 2 条関係) 
 

名称 金額 

略 略 
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